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２０２２年１０月１２日 

電気専門部会委員 各位 

労働側委員 

 

特定最低賃金（電気）具体的な引き上げ要求額について 

 

 

電機産業で働く労働者の公正な賃金決定と均等・均衡処遇の実現及び、電機連合各

加盟組合「企業内最低賃金」（月額 166,500 円：時間当たり換算額は約 1,067 円）と山

梨県電気機械機具等製造業特定最賃（934 円）との格差改善を求めます。 

 

具体的には、2022 春季闘争における電機連合平均賃上げ額である月額 5,406 円の時

間換算額である 35 円の引き上げを求めます。 

 

○電機連合（大手を除く中堅中小組合）の平均賃上げ額 5,406 円の、平均月間労働

時間（156ｈ/月間）換算額  ＝  35 円 

 

 

引上げ額の考え方 

○同じ産業内に働く労働者の公正な賃金決定と、均等・均衡処遇の実現。 

○地域別最低賃金を上回る金額水準の確保。（ＪＣＭの方針） 

○消費者物価指数（前年同月比 3.0％上昇分）への対応。 

○組織労働者と未組織労働者の格差是正。 

○特定最低賃金の優位性の確保。 

○時給 1,000 円以上に向けた取り組みの継続。 

 

 

電気特定最低賃金の推移 

  
2016 年 

H28 年 

2017 年 

H29 年 

2018 年 

H30 年 

2019 年 

R1 年 

2020 年 

R2 年 

2021 年 

R3 年 

金 額(円) 851  869  890  913  914    934  

引上額(円) 17  18  21  23  1  20  

引上率(％) 2.04  2.12  2.42  2.58  0.11  2.19  

 

 

 

以上 



山梨地方最低賃金審議会
審 議 資 料

令和４年10月14日

第２回山梨県電子部品・デバイス・電子回路、
電気機械器具、情報通信機械器具製造業専門部会





1 1

2 5

第２回 山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会（10/14)

審 議 資 料 目 次

山梨県の労働市場の動き（令和４年８月分）

電気機械器具等製造業最低賃金改正状況





Press Release

 

有効求人倍率（年度平均） 有効求人倍率(季節調整値)
平成 令和 R ３ R ４

23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 月 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

県 0.62 0.66 0.82 0.93 1.00 1.23 1.41 1.46 1.37 1.01 1.26 県 1.23 1.25 1.27 1.27 1.28 1.31 1.32 1.33 1.38 1.39 1.44 1.43 1.44

全
国

0.68 0.82 0.97 1.11 1.23 1.39 1.54 1.62 1.55 1.10 1.16
全
国
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(注) 1. 求人倍率とは、求職者に対する比率をいい、求職者１人あたりの求人数を示します。
2. 季節調整法は、センサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、令和３年12月以前の数値は新季節指数により改訂されています。
3. 文中の産業分類は、平成25年10月改訂の「日本標準産業分類」に基づくものです。

4. ▲は減少である。

5.ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴い、令和３年９月以降の数値には、ハローワークに来所せず、オンライン上で求職登録した求職者数や、求職者が

ハローワークインターネットサービスの求人に直接応募した就職件数等が含まれている。

○有効求人倍率（季節調整値）は1.44倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇。
○新規求人倍率（季節調整値）は2.30倍で、前月と同水準。
○正社員有効求人倍率は0.99倍で、前年同月に比べて0.13ポイント上昇。

○厚生労働省 山梨労働局では、県内の公共職業安定所（ハローワーク）における求人、求職、就職の状況
をとりまとめ、求人倍率などの指標を作成し、「山梨県の労働市場の動き」として毎月公表しています。

一般職業紹介状況をみると、有効求人（季節調整値）は18,922人となり、前月に比べ0.3%(48人)増加し、
有効求職者(同値)は13,185人で前月に比べ▲0.4%(49人)減少しました。（※２－１，１０－２㌻参照) 

新規求人（原数値）は5,810人となり、前年同月と比較すると18.3%(897人)増加しました。
これを主な産業別でみると、建設業3.1%(15人)、製造業26.6%(226人)、情報通信業40.8%(20人)、

運輸業,郵便業19.0%(37人)、卸売業,小売業49.7%(258人)、学術研究,専門･技術サービス業1.4%(1人)、
宿泊業,飲食サービス業54.8%(159人)、生活関連サービス業,娯楽業79.1%(125人)、医療,福祉1.9%(21人)は
増加となりました。一方、教育,学習支援業▲2.3%(2人)、サービス業▲2.1%(17人)は減少しました。

（※３㌻参照）

新規求職者（原数値）は2,725人となり、前年同月と比較すると3.5%(91人)増加しました。そのうち
パートタイムは1,049人で10.9%(103人)増加しました。また、離職者のうち事業主都合離職者は301人で
▲1.6%(5人)減少し、自己都合離職者は1,040人で6.1%(60人)増加しました。

（※４㌻参照）

コピー「テキストのみ保持（

求人倍率部分を

（(倍） （(百人）

山梨県の労働市場の動き（令和４年８月分）

Ｒ３ Ｒ４

令和 ４年 ９月 30 日
山 梨 労 働 局 発 表

(年度）

山梨労働局

1

1



（Ｐ：ﾎﾟｲﾝﾄ）

年 月

項　目
（前月） （前年同月）

１　月間有効求職者数(人）   12,737 12,784 12,607 - - 1.0 130

13,185 13,234 13,151 ▲ 0.4 ▲ 49 - -

２　新規求職申込件数(件） 2,725 2,530 2,634 - - 3.5 91

2,827 2,851 2,935 ▲ 0.8 ▲ 24 - -

３　月間有効求人数(人） 18,180 18,402 15,624 - - 16.4 2,556

18,922 18,874 16,222 0.3 48 - -

４　新規求人数(人） 5,810 6,193 4,913 - - 18.3 897

6,513 6,565 5,527 ▲ 0.8 ▲ 52 - -

５　就職件数(件） 878 857 781 - - 12.4 97

６　紹介件数(件） 2,634 2,555 2,822 - - ▲ 6.7 ▲ 188

７　有効求人倍率(３／１)(倍） 1.43 1.44 1.24 - - - 0.19

1.44 1.43 1.23 - 0.01 - -

８　新規求人倍率（４／２）(倍） 2.13 2.45 1.87 - - - 0.26

2.30 2.30 1.88 - 0.00 - -

９　就職率(％) 新規 (5/2*100) 32.2 33.9 29.7 - - - 2.5

10  充足率(％) 新規 (5/4*100) 15.1 13.8 15.9 - - - ▲ 0.8

   
        

一般職業紹介状況（パートを含み　学卒を除く）

3年8月

季節調整値

季節調整値

季節調整値

季節調整値

季節調整値

季節調整値

4年7月4年8月
差(人、P)

対 前 年 同 月

増減率(%) 差(人、P)

対 前 月

増減率(%)

1欄、月間有効求職者数とは、
「前月末日現在において求職申し込みの有効期限が翌月以降にまたがっている就職未決定者数」と当月の「新規求職申込件数」の合計数をいいます。

2欄、新規求職申込件数とは、公共職業安定所でその月のうちに新たに受け付けた求職申込件数をいいます。
3欄、月間有効求人数とは、、「前月から繰り越された有効求人数」と当月の「新規求人数」の合計数をいいます。
4欄、新規求人数とは、公共職業安定所でその月に受け付けた求人数（採用予定人員）をいいます。
5欄、就職件数とは、有効求職者が自安定所の紹介あっ旋により就職した件数をいいます。したがって自己就職、縁故就職等は除かれます。
9欄、就職率は、求職者のうち就職した件数の割合をいいます。「就職件数／新規求職申込件数×100」
１0欄、充足率は、求人数のうち充足された求人数の割合をいいます。「就職件数／新規求人数×100」
※▲は減少である。

※用語の説明

（注） １．季節調整法はセンサス局法Ⅱ（X-12-ARIMA）による。なお、令和３年12月以前の数値は新季節指数により改訂されています。
２．ハローワークインターネットサービスの機能拡充に伴う令和３年９月以降の数値の取扱いについては、１頁の注５を参照。
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項　目 人(全数)

産　業　名 R4.8 ( R3.8 )
A,B　農,林,漁業（01～04） 107 ( 102 ) 4.9 5
Ｃ 鉱業,採石業,砂利採取業（05） 4 ( 1 ) 300.0 3
Ｄ 建設業（06～08） 499 ( 484 ) 3.1 15
　（06　総合工事業） 352 ( 314 ) 12.1 38
Ｅ 製造業（09～32） 1,075 ( 849 ) 26.6 226

09 食料品製造業 218 ( 169 ) 29.0 49
10 飲料・たばこ・飼料製造業 42 ( 30 ) 40.0 12
11 繊維工業 37 ( 23 ) 60.9 14
12 木材・木製品製造業（家具を除く） 3 ( 2 ) 50.0 1
13 家具・装備品製造業 6 ( 12 ) ▲ 50.0 ▲ 6
14 パルプ・紙・紙加工品製造業 21 ( 14 ) 50.0 7
15 印刷・同関連業 19 ( 5 ) 280.0 14
16 化学工業 12 ( 6 ) 100.0 6
17 石油製品･石炭製品製造業 0 ( 0 ) - 0
18 プラスチック製品製造業（別掲を除く） 50 ( 39 ) 28.2 11
19 ゴム製品製造業 0 ( 5 ) ▲ 100.0 ▲ 5
21 窯業･土石製品製造業 33 ( 35 ) ▲ 5.7 ▲ 2
22 鉄鋼業 9 ( 5 ) 80.0 4
23 非鉄金属製造業 14 ( 16 ) ▲ 12.5 ▲ 2
24 金属製品製造業 83 ( 50 ) 66.0 33
25 はん用機械器具製造業 57 ( 35 ) 62.9 22
26 生産用機械器具製造業 92 ( 63 ) 46.0 29
27 業務用機械器具製造業 35 ( 44 ) ▲ 20.5 ▲ 9
28 電子部品･デバイス･電子回路製造業 40 ( 26 ) 53.8 14
29 電気機械器具製造業 144 ( 140 ) 2.9 4
30 情報通信機械器具製造業 30 ( 39 ) ▲ 23.1 ▲ 9
31 輸送用機械器具製造業 61 ( 42 ) 45.2 19
20,32  その他の製造業 69 ( 49 ) 40.8 20

Ｆ 電気･ガス･熱供給･水道業（33～36） 5 ( 0 ) - 5
Ｇ 情報通信業（37～41） 69 ( 49 ) 40.8 20
Ｈ 運輸業,郵便業（42～49） 232 ( 195 ) 19.0 37
Ｉ 卸売業,小売業（50～61） 777 ( 519 ) 49.7 258
Ｊ 金融業,保険業（62～67） 18 ( 30 ) ▲ 40.0 ▲ 12
Ｋ 不動産業,物品賃貸業（68～70） 54 ( 29 ) 86.2 25
Ｌ 学術研究,専門･技術サービス業（71～74） 71 ( 70 ) 1.4 1
Ｍ 宿泊業,飲食サービス業（75～77） 449 ( 290 ) 54.8 159
Ｎ 生活関連サービス業,娯楽業（78～80） 283 ( 158 ) 79.1 125
Ｏ 教育,学習支援業（81,82） 86 ( 88 ) ▲ 2.3 ▲ 2
Ｐ 医療,福祉（83～85） 1,142 ( 1,121 ) 1.9 21
Ｑ 複合サービス事業（86,87） 52 ( 23 ) 126.1 29
Ｒ サービス業（他に分類されないもの）（88～96） 780 ( 797 ) ▲ 2.1 ▲ 17
Ｓ.Ｔ　公務（他に分類されるものを除く）・その他（97,98,99） 107 ( 108 ) ▲ 0.9 ▲ 1

合　　　計 5,810 ( 4,913 ) 18.3 897
3,602 ( 2,979 ) 20.9 623
1,461 ( 1,189 ) 22.9 272

531 ( 546 ) ▲ 2.7 ▲ 15
86 ( 108 ) ▲ 20.4 ▲ 22
73 ( 46 ) 58.7 27
57 ( 45 ) 26.7 12

前年同月
差(人)

前年同月数 対前年同月
増減率(%)

１，０００人以上

２９人以下

３０～９９人

１００～２９９人

３００～４９９人

５００～９９９人

◇事業所規模別の状況をみると、29人以下(62.0%)、30～99人(25.1%)、100～299人(9.1%)、300～499人(1.5%)、

500～999人(1.3%)、1,000人以上(1.0%)です。

■令和４年８月の新規求人数（原数値）は5,810人となり、前年同月比でみると、18.3%(897人)増加となりました。
主な産業別でみると、同比で建設業、製造業、情報通信業、運輸業,郵便業、卸売業,小売業、学術研究,専門･技術サービ

ス業、宿泊業,飲食サービス業、生活関連サービス業,娯楽業、医療,福祉は増加となりました。一方、教育,学習支援業、
サービス業は減少しました。
また、県内の主要産業である製造業においては同比 26.6%(226人)増加となりました。その中で主力の食料品製造業
29.0%(49人)、金属製品製造業66.0%(33人)、はん用機械器具製造業62.9%(22人)、生産用機械器具製造業46.0%(29人)、
電子部品･デバイス･電子回路製造業53.8%(14人)、電気機械器具製造業2.9%(4人)、輸送用機械器具製造業45.2%(19人)は
増加となりましたが、業務用機械器具製造業▲20.5%(9人)は減少となりました。

産 業 別 新 規 求 人 数 の 推 移

（注）① 新規学卒者を除きパートタイムを含みます。
② 平成25年10月改訂の「日本標準産業分類」に基づく区分により表章したものです。
③ ▲は減少です。
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令和4年度

企   業   整   備   状   況

【前年（同月）比】（件、人、％）

 内    訳 中　高

29人 30～ 100～ 500人 年　齢
件数 人 員 件数 人員  以下  99人 499人  以上 者　数

50 ( 4.2 ) 968 ( ▲ 43.1 ) 37 490 13 478 27 15 8 0 486

30 ( ▲ 40.0 ) 497 ( ▲ 48.7 ) 26 366 4 131 19 7 3 1 256

27 ( ▲ 10.0 ) 767 ( 54.3 ) 24 574 3 193 17 5 3 2 520

23 ( ▲ 14.8 ) 446 ( ▲ 41.9 ) 19 394 4 52 10 8 3 2 276

36 ( 56.5 ) 494 ( 10.8 ) 34 458 2 36 29 5 2 0 340

74 ( 105.6 ) 1163 ( 135.4 ) 72 1,091 2 72 38 20 16 0 795

31 ( ▲ 58.1 ) 475 ( ▲ 59.2 ) 28 430 3 45 19 8 3 1 309

14 ( ▲ 54.8 ) 182 ( ▲ 61.7 ) 13 165 1 17 9 3 2 0 98

4月 2 ( ▲ 66.7 ) 21 ( ▲ 86.8 ) 2 21 0 0 2 0 0 0 11

5月 2 ( ▲ 88.2 ) 26 ( ▲ 86.9 ) 2 26 0 0 2 0 0 0 18

6月 3 ( ▲ 66.7 ) 60 ( ▲ 53.1 ) 2 49 1 11 2 0 1 0 50

令 7月 3 ( ▲ 40.0 ) 36 ( ▲ 41.0 ) 2 22 1 14 2 1 0 0 22

和 8月 3 ( 0.0 ) 35 ( 9.4 ) 3 35 0 0 2 0 0 1 29

3 9月 4 ( ▲ 20.0 ) 42 ( ▲ 52.3 ) 3 22 1 20 2 2 0 0 28

年 10月 2 ( ▲ 66.7 ) 16 ( ▲ 83.5 ) 2 16 0 0 2 0 0 0 15

度 11月 5 ( ▲ 16.7 ) 91 ( ▲ 37.2 ) 5 91 0 0 2 2 1 0 47

 12月 2 ( ▲ 33.3 ) 25 ( ▲ 7.4 ) 2 25 0 0 2 0 0 0 5

1月 0 ( - ) 0 ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 4 ( ▲ 50.0 ) 110 ( ▲ 14.7 ) 4 110 0 0 1 2 1 0 74

3月 1 ( ▲ 66.7 ) 13 ( ▲ 61.8 ) 1 13 0 0 0 1 0 0 10

4月 3 ( 50.0 ) 26 ( 23.8 ) 3 26 0 0 2 0 1 0 20

5月 1 ( ▲ 50.0 ) 7 ( ▲ 73.1 ) 1 7 0 0 1 0 0 0 5

6月 4 ( 33.3 ) 78 ( 30.0 ) 4 78 0 0 2 2 0 0 43

令 7月 1 ( ▲ 66.7 ) 8 ( ▲ 77.8 ) 1 8 0 0 1 0 0 0 3

和 8月 5 ( 66.7 ) 63 ( 80.0 ) 4 46 1 17 3 1 1 0 27

4 9月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

年 10月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

度 11月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 12月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1月 0 ( - ) 0 ( - ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3月 0 ( ▲ 100.0 ) 0 ( ▲ 100.0 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   規  模  別（件 数）

件 数
対前年
増減率

人 員
対前年
増減率

 人員整理  倒 　 産項   目

合　　　　　　　計

平成27年度

平成28年度

平成29年度

平成30年度

◆企業整備状況を前年同月差でみると、件数は２件（66.7％）増加 、企業整備人員は28人（80.0％）増加となりました。
　 企業整備人員63人のうち、 男性が32人（50.8％）、女性が31人（49.2％）です。
　 年齢構成では、45歳以上の中高年齢者層は27人（42.9％）です。

令和元年度

(注) 県内の公共職業安定所を通じて、５人以上の解雇・雇止めについて事業所からの任意の届出により把握した状況です｡
      企業整備が複数月に亘って実施される場合は、開始月に一括して計上しています。

※▲は、減少である。　※(-)は前年同月の数値が「0」のため計算不可。
※令和４年度の数値は、令和５年３月迄の合計であり、「対前年増減率」の数値は、令和３年度との比較。
※届出の状況により数値が変更となる場合があります。

令和２年度

令和３年度

令和４年度
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ラ
ン
ク

都道府県
時間額

(円)

格差
(東京
=100)

引上額
(円)
Ｂ

引上率
(%)

現行額
（円）

改正額
(円)

格　差
(大阪
=100)

引上額
(円)
Ａ

引上率
(%)

部会
結審日

地賃の
引上額
との差
 Ａ－Ｂ

02-03
の引上
げ額

A 東　京 1072 100.0 31 2.98 - - -

A 神奈川 1071 99.9 31 2.98 - - -

A 大　阪 1023 95.4 31 3.13 994 +28

A 愛　知 986 92.0 31 3.25 - - -

A 埼　玉 987 92.1 31 3.24 981 1013 +32 3.3 R4/09/29 +1 +27

A 千　葉 984 91.8 31 3.25 981 1013 +32 3.3 R4/10/05 +1 +27

B 京　都 968 90.3 31 3.31 957 +21

B 兵　庫 960 89.6 32 3.45 930 961 +31 3.3 R4/09/12 -1 +28

B 静　岡 944 88.1 31 3.40 939 964 +25 2.7 R4/10/07 -6 +19

B 滋　賀 927 86.5 31 3.46 939 +22

B 茨　城 911 85.0 32 3.64 932 +28

B 栃　木 913 85.2 31 3.51 940 +27

B 広　島 930 86.8 31 3.45 924 +27

B 長　野 908 84.7 31 3.53 916 945 +29 3.2 R4/10/13 -2 +22

B 富　山 908 84.7 31 3.53 879 +28

B 三　重 933 87.0 31 3.44 927 +21

B 山　梨 898 83.8 32 3.70 934 +20

C 群　馬 895 83.5 30 3.47 935 +25

C 岡　山 892 83.2 30 3.48 904 +26

C 石　川 891 83.1 30 3.48 896 +26

C 香　川 878 81.9 30 3.54 913 +27

C 奈　良 896 83.6 30 3.46 891 +8

C 宮　城 883 82.4 30 3.52 890 919 +29 3.3 R4/10/12 -1 +26

C 福　岡 900 84.0 30 3.45 947 977 +30 3.2 R4/10/05 ±0 +20

C 山　口 888 82.8 31 3.62 921 948 +27 2.9 R4/10/13 -4 +28

C 岐　阜 910 84.9 30 3.41 907 +20

C 福　井 888 82.8 30 3.50 - - -

C 和歌山 889 82.9 30 3.49 - - -

C 北海道 920 85.8 31 3.49 924 955 +31 3.4 R4/09/30 ±0 +29

C 新　潟 890 83.0 31 3.61 936 +26

C 徳　島 855 79.8 31 3.76 911 +23

D 福　島 858 80.0 30 3.62 856 +22

D 大　分 854 79.7 32 3.89 864 +21

D 山　形 854 79.7 32 3.89 872 +26

D 愛　媛 853 79.6 32 3.90 921 +26

D 島　根 857 79.9 33 4.00 853 +28

D 鳥　取 854 79.7 33 4.02 825 +16

D 熊　本 853 79.6 32 3.90 863 896 +33 3.8 R4/10/05 +1 +27

D 長　崎 853 79.6 32 3.90 864 +27

D 高　知 853 79.6 33 4.02 - - -

D 岩　手 854 79.7 33 4.02 847 +27

D 鹿児島 853 79.6 32 3.90 842 +27

D 佐　賀 853 79.6 32 3.90 867 +28

D 青　森 853 79.6 31 3.77 859 888 +29 3.4 R4/09/28 -2 +26

D 秋　田 853 79.6 31 3.77 861 +25

D 宮　崎 853 79.6 32 3.90 831 +28

D 沖　縄 853 79.6 33 4.02 - - -

電気機械器具等製造業最低賃金改正状況（令和４年度）

地域別最低賃金（R04） 電気機械器具製造業最低賃金（R04）

（部会結審で本審結審前を含む）
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